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第３回名取市農業委員会総会議事録 

 

１．日  時  令和３年７月２９日（木） 

  開  会  午後２時 

閉  会  午後３時２５分 

２．場  所  名取市役所 ６階大会議室 東側 

３．提出議案 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見決定について 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可決定について 

議案第４号 農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画の一部取り消し 

について 

議案第５号 農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見について 

 

４．出席委員（２８人） 

  会  長 １５番 大友 正一 

農業委員 １番 相澤 喜美   ２番 菊地 賢一郎  ３番 洞口 ゆかり 

４番 武田 由美子  ５番 入間川 昭一  ６番 佐伯 美和 

７番 入間川 康弘  ８番 渡邉 正明   ９番 大内 繁徳 

１０番 布田 順一  １１番 松浦 岩男  １２番 昆布谷 功治 

１３番 松浦 朋子  １４番 引地 長一  

 

  推進委員 １番 大内 伸一    ２番 山路 康則   ４番 菅野 弘一  

５番 齋 重昭    ６番 遠藤 勝典   ７番 橋浦 福男    

８番 三浦 裕一   ９番 櫻井 勉    １１番 西山 剛 

１２番 松浦 崇   １３番 松浦 正博   １４番 相澤 早苗 

１５番 川村 勇 

  欠席推進委員  ３番 長田 幸夫  １０番 武藤 光雄 

５．事務局出席職員 

事務局長 小畑 信一  局長補佐 成田 利顕  主幹 大友 十和子 

６．会議の内容  別紙議事録のとおり 



 - 2 - 

第３回名取市農業委員会総会議事録 

【開  会】 

 午後２時、ただいまから、名取市農業委員会第３回総会を開催いたします。 

 本日の総会は、農業委員１５名、農地利用最適化推進委員１３名 計２８名出席です。 

よって、会議規則第８条の規定により、総会が成立していることを報告致します。 

 

【修  礼】 

 

【議長選任】 

 名取市農業委員会会議規則第７条の規定により会長が議長となり、議事を進行した。 

 

【議事の内容】 

○ 議長（大友正一会長） 

 

◎議事録署名委員の指名 

 議長において次の２名を議事録署名委員に指名をした。 

５番 入間川 昭一 委員    ６番 佐伯 美和 委員 

 

◎議事の概要 

 

《議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

それでは議事に入ります。議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請に対する

意見決定について」を議題といたします。 

それでは、入間川昭一代表委員よりご説明をお願いします。 

○ ２班代表委員（入間川昭一委員） 

第２班代表委員の入間川昭一です。説明不足の点については、同じ班の担任委員会

の方々並びに事務局からの補足をお願いします。 

議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定について」、農地

法第５条の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。令和３年７月 

２９日提出。 

番号１、大字・字・地番は下余田字飯塚４番４、地目は登記畑、現況宅地、登記面
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積は８１㎡、転用目的は宅地の拡張、車の回転場兼駐車場です。譲渡人、譲受人の住

所・氏名については総会資料のとおりです。開発許可は否、転用目的に係る事業又は

施設の概要は売買、１㎡あたり１,９７５円、総額１６万円、荷物搬出入時の車両回転

場、夜間駐車場、追認事案ということで始末書が提出されています。 

 位置図、公図については議案書の２ページをご覧ください。申請地は、バイパスか

ら東へ２００ｍくらい進み、北へ１００ｍほど進んだ場所になります。担任委員会資

料の２ページをご覧ください。今回申請地の４番４は、これまで譲受人から借地して

利用していたそうですが、転用手続きがされていなかったことから、始末書が提出さ

れています。土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させる恐れがないかについては、

整地する際に勾配を宅地側に付し、隣接地に流出しないようにする。被害が生じた場

合は話合いに応じるとのことです。２班で現地を確認したところ、土砂の流出又は崩

壊その他災害はないだろうと見てきました。 

 続きまして、番号２、大字・字・地番は高舘熊野堂字大沢中１８２番１、地目は登

記現況共田、登記面積は９１４㎡、転用目的は太陽光発電システム設置です。譲渡人、

譲受人の住所・氏名については総会資料のとおりです。開発許可は否、転用目的に係

る事業又は施設の概要は売買、１㎡あたり５４７円、総額５０万円、太陽光パネル 

１６８枚設置ということです。 

 位置図、公図については議案書の３ページをご覧ください。申請地は、仙台南イン

ターチェンジのトラックターミナルより大沢地区に約１キロ入ったところにあります。

この大沢地区では、太陽光パネルが多く設置されており、毎年申請されている箇所で

もあります。担任委員会資料４ページをご覧ください。申請地に今回太陽光パネルを

１６８枚設置し、また隣接する１８２番２の土地にもそのうち太陽光パネルを設置す

る予定だということです。雑草の管理の徹底を指導いたしました。この大沢地区には

太陽光パネルが何ヵ所もありますが、雑草の苦情は今まで１件もなかったようです。 

 議案第１号１番、２番につきましては、７月２７日の担任委員会で現地調査を行い

ました。１番については譲受人本人から、２番は譲受人である法人の社員からそれぞ

れ実情調査をいたしました。１番は自宅敷地の一部として無許可で使用されていまし

た。本人からこの件に関する始末書の提出を受けており、今後は農地法による転用手

続きを遵守するよう指導しました。譲受人も大変反省していたことから農地転用する

ことはやむを得ないものと考えます。２番につきましては、お配りした農地転用許可

基準及び審査内容にお示しのとおり、農地法における転用については問題ないものと

考えます。以上です。 

〇 議長（大友正一会長） 

   次に、農地利用最適化推進委員の大内伸一委員からご意見等をお願いします。 
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○ 農地利用最適化推進委員（大内伸一推進委員） 

   議案第１号１番、２番につきましては、７月２７日の担任委員会の現地調査に同行 

いたしました。推進委員は３名同行しております。 

 １番は農地法による許可を受けないで自宅の敷地として駐車場としておりました

ので、今後このようなことがないよう指導を行いました。あくまでも書類が先だと

いうことで指導しております。 

 ２番につきましては、太陽光発電システムの設置を行うものですが、先ほど入間川

委員からもご説明がありましたが、除草等の管理を徹底するよう指導いたしました。 

以上、今回案件２件につきましては、隣接農地等への影響は生じないものと判断い

たしました。 

〇 議長（大友正一会長） 

   ただいま両委員からご説明ご意見いただきました。この案件について、ご質問ござ 

  いませんか。 

〇 ９番（大内繁徳委員） 

   議案第１号１番についてです。宅地の南東に水路があるのですが、官地払い下げを 

したのは６０３番と２番３と４番３という部分ですか。現状は水路がなくなっている

ことにはなっているのですが、そこの確認だけお願いしたいと思います。 

○ ２班代表委員（入間川昭一委員） 

   議案書２ページをご覧ください。申請地と隣接する６０３番を現状確認したとこ 

ろ水路の現況はありませんでした。４番４の東側は真っすぐに土留めされておりまし 

た。４番２はアスファルト舗装され、３番１は作業場としてきれいにしておられまし 

た。 

〇 議長（大友正一会長） 

   事務局、補足をお願いいたします。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   補足させていただきます。担任委員会資料の２ページに土地利用計画図がございま 

す。６０３番の土地については、市から申請者へ払い下げをされているということは 

確認しております。ただ、２番３、４番３については、そもそも官地だったのかとい 

う確認まではいたしておりません。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 

〇 １番（相澤喜美委員） 

   議案第１号２番についてです。担任委員会資料４ページの図を見ますと、分筆ライ 

  ンとあります。従来１８２番で１,８２５㎡の田だったと見られるのですが、これは 



 - 5 - 

水田として利用されていたものなのかということを確認したいと思います。今回分筆 

して、１８２番１にだけ太陽光発電システムを設置するのであれば、残りの部分はど 

うなるのだろうかというところを確認させていただきたいと思います。 

〇 議長（大友正一会長） 

   事務局お願いいたします。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   今回は１８２番１という土地で申請が上がっておりますが、こちらは令和３年７月

８日の日付で分筆登記が行われています。担任委員会資料の４ページの分筆ラインと

いうのは、分筆によって現在太陽光パネルが設置される計画がある北側の部分を１８

２番１、南側の部分が１８２番２と分筆されています。それで残った１８２番２の土

地ですが、今回の議案とは別になりますが、譲受人・譲渡人双方で太陽光発電の計画

を練っていると伺っています。 

〇 １番（相澤喜美委員） 

   追って残りの土地もいずれ太陽光発電になるので、とりあえず休耕みたいなかたち 

になるということですか。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   ただいまの委員のご発言のとおりです。こちらも現在は保全管理がされていますが、 

  調整が整った段階で別途申請が行われると伺っています。 

〇 ２班代表委員（入間川昭一委員） 

   私のほうからもちょっと補足させていただきます。担任委員会資料の３ページ、ま 

ず今回申請された１８２番１は水田として残されており、両北南にあたる１８３番、 

１８１番、１８０番には全部太陽光が設置されておりました。毎年申請がある場所な 

ので、何度も行っておわかりになる委員もいらっしゃるかと思います。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 

〇〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、採決いたします。議案第１号について、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

  「挙手全員」でありますので、議案第１号は原案のとおり決定といたします。 

 

《議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する意見決定について》 
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○ 議長（大友正一会長） 

次に、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請に対する意見決定について」

を議題といたします。 

それでは、入間川昭一代表委員よりご説明をお願いします。 

○ ２班代表委員（入間川昭一委員） 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請に対する意見決定について」、農地

法第４条の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。令和３年７月２

９日提出。 

番号１、大字・字・地番は高舘吉田字北宮神明７番２、地目は登記畑現況宅地、登

記面積は１,０７６㎡のうち７３．６８㎡、転用目的は倉庫兼作業場設置、一時転用と

いうことです。譲渡人、譲受人については総会資料のとおりです。開発許可は否、転

用目的に係る事業又は施設の概要、期間は令和４年６月３日まで、令和３年５月４日

に発生した火災に伴う仮設ハウス及び仮設トイレ、追認事案で始末書提出有です。こ

の申請地は、県道名取村田線吉田第一区集会場から９０ｍほど北へ入ったところにあ

ります。残念ながら、自宅半焼、倉庫全焼という火災が起こりました。 

位置図、公図は議案書の５ページ、担任委員会資料は６ページになります。今回の

申請地は屋敷内の畑でありまして、担任委員会資料の斜線箇所は自宅ということで、

他に解体焼失納屋、解体プレハブと２棟が建っており、この自宅と焼失箇所の間から

火が出たという話です。その敷地東側のほうに仮設ハウスということで、７３．６８

㎡の申請です。現地調査したところ、仮設ハウスの割にはコンクリートががっちり打

たれているなど、立派なハウスでありました。無許可で転用してしまい大変申し訳あ

りませんでしたと今回本人からお話がありました。土砂の流出又は崩壊その他災害を

発生させる恐れはないかは、仮設ハウスには上下水道等の設備が無く、仮設トイレは

汲み取り式であるということです。一時転用ということで期間が終わったら現状復旧

するということでした。 

番号２、大字・字・地番は杉ケ袋字大野３５番９、地目は登記現況共畑、登記面積

は３,２８７㎡のうち２,２００㎡、転用目的は駐車場及び資材置場、申請者の住所・

氏名については総会資料のとおりです。開発許可否、転用目的に係る事業又は施設の

概要はクレーン車２台の駐車場、転回・メンテナンススペース、事業用資材置場とい

うことです。 

位置図、公図は議案書の６ページをご覧ください。申請地は、主要地方道塩釜亘理

線の東側にあたるところであります。担任委員会資料の９ページ、１０ページをご覧

ください。申請地には除草剤が散布されており、残りの農地には雑草が見受けられま

した。本人と名取岩沼農業協同組合の職員の出席があり、確約書は事務局に届いてお
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ります。 

議案第２号の 1番については、７月２７日の担任委員会で現地を確認し、申請人か

ら実情聴取をしました。申請地には、仮設ハウス及び仮設トイレが設置されておりま

したが、それは今年５月４日に自宅に隣接していた作業場が火災で全焼、自宅にも被

害が出たため、必要に迫られ急遽設置したとのことです。本人から転用の手続きを行

わなかったことに対する始末書を受けております。このことから今回の一時転用は、

やむを得ない対応と考えます。 

２番につきましては、申請人から実情聴取をいたしました。現地は除草剤による除

草を行ったということでしたが、その土地の一部は今後農地として利用するため、今

後その農地を適切に管理するよう指導を行い、適切に管理するという確約書を提出い

ただきましたので、転用はやむを得ないと考えております。以上です。 

〇 議長（大友正一会長） 

   次に、農地利用最適化推進委員の大内伸一委員からご意見等をお願いします。 

○ 農地利用最適化推進委員（大内伸一推進委員） 

   議案第２号１番、２番につきましては、７月２７日担任委員会の現地調査に同行い 

  たしました。 

   １番につきましては、火災により自宅の敷地内にある農地に急遽設置したもので、 

申請者の生活再建のため、やむを得ないと判断いたしました。この書類があとから出 

てきたということで注意しました。 

   ２番につきましては、駐車場と資材置場への転用許可申請です。現地は、除草剤に 

よる除草作業を行ったということでしたが、約１千㎡については農地として今後利用 

していくということでしたので、周辺の農地に影響がでないよう農地として適切に 

管理するよう指導をしました。 

〇 議長（大友正一会長） 

   ただいま両委員からご説明がありました。この案件について、ご質問ございません 

か。 

〇 ８番（渡邉正明委員） 

   番号２番についてです。クレーン車２台の駐車場の他にメンテナンススペースと書 

いてあります。これはクレーンの修理等を行うものなのですか。詳しくわかれば教え 

てください。 

〇 議長（大友正一会長） 

   事務局お願いいたします。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   ただいまのご質問ですが、事業計画書概要の提出を受けております。その中で、メ 
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  ンテナンススペースとしてクレーン車のブームを伸ばしたり、左右に回転したり等に 

スペースが必要だという記載があります。ブーム等を脱着したりする作業にも使われ 

ると事業計画書概要からは推測されます。以上です。 

〇 議長（大友正一会長） 

 他にございませんか。 

〇 ９番（大内繁徳委員） 

   私も番号２についてです。公図で見ますと、３５番９が１筆で申請されていて、担 

  任委員会資料では土地利用計画図ということで、きちんと分かれて申請地になってい 

  ます。境はどういうふうなかたちで分けるようになっているのか、質問いたします。 

〇 議長（大友正一会長） 

   事務局お願いいたします。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   現在、こちらの土地自体については分筆がされておらず、一部転用という扱いに 

  なっております。ただ、申請者側のほうからの聞き取りによると、今後土地を分筆 

  する手続きを行うと聞いております。よって、これから測量作業を行って、境界杭等 

  を設置されるものだと理解しております。現状は、境界杭等は特にございませんでし 

た。 

〇 ９番（大内繁徳委員） 

   残った土地を畑として使用するということになっておりますが、今回申請されて 

  いる２,２００㎡の土地から道路側へ傾斜をつけて排水するとなっています。残った 

  農地がそこから一段下がっているのであれば排水が残ってしまうので、その確認なり 

  指導はあったのでしょうか。 

〇 議長（大友正一会長） 

   代表委員お願いいたします。 

○ ２班代表委員（入間川昭一委員） 

   ３,２８７㎡のうち分筆して残りの約１,０００㎡については、今後畑として適切に 

管理するとの確約書をいただいております。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 

〇 １１番（松浦岩男委員） 

   農地として確約書を取っているということでしたが、この３,０００㎡の農地では 

今まで耕作していなかったという話が出ていました。確約書を出せばいい、農協が入 

っているから云々とは言いますが、この譲受人は半分信用できないという印象を受け 

ます。いつまで作付けして、いつから荒れ地にして除草剤だけでごまかしているのか、 
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担任委員会で聞いていれば伺いたいと思います。 

〇 事務局（小畑局長） 

   ただいま委員よりあった申し出についてはもっともだとは思います。こちらの杉ケ 

袋字大野の土地の件についてですが、先ほど入間川代表委員からもお話ありましたが、 

農協のほうがだいぶ支援しております。今朝ほども、農協といろいろお話しました。 

確約書は出していただいたものの、履行の責任は農協としてもお願いする旨、事務局 

としても申し上げました。農協としても、当然「農地として使います」というお約束 

をする以上は、ご本人ともきちんと話をしてそのように進めますとの話は受けており 

ます。事務局としましては、確約書は農協の言葉もありますので信頼して、その後確 

約書のとおりに履行されなかった場合には、また然るべき措置をとりたいというふう 

に考えております。現段階では、お約束をいただいたということを信頼して進めたい 

と思います。 

〇 １１番（松浦岩男委員） 

   もう一度申請前の３,０００㎡の取扱いがどうなっていたのか、伺いたいと思いま 

す。 

〇 事務局（小畑局長） 

   先ほど代表委員からも話がありましたが、現在除草作業を行っている最中で、除草 

剤を散布して全ての草が除草されたということではありませんが、明らかに除草剤の 

効果が出ているということは確認しております。 

〇 １１番（松浦岩男委員） 

   申請する前、この３,０００㎡をどのように使っていたのかです。何か植えていた 

のか、そのまま雑草の畑にしていたのかを確認したい。 

〇 議長（大友正一会長） 

   代表委員、そのへんの聞き取りは。 

○  ２班代表委員（入間川昭一委員） 

    今までの経過は信頼しておりますので、それ以上は聞かず大変申し訳ありません 

でした。除草剤管理について聞いていたのは確認しておりますが、それ以前のこと 

は深く追求していないのでわかりません。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   補足いたします。現地の状況ですが、本人の聞き取りによりますと、以前はトラク 

ターで耕起はしていましたが、作付けはしておらず、今年からトラクターでの耕起か 

ら除草剤散布へ変更したと伺っています。 

〇 １１番（松浦岩男委員） 

   ということは、作付けをしないで、ただ耕耘はしていたが、作付けは全くしていな 
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かったと受け取っていいですか。 

〇 事務局（小畑局長） 

   考え方だと思うのですが、保全管理という扱いで、ご本人としては管理していたと 

いうふうに考えています。 

〇 １１番（松浦岩男委員） 

   周りに迷惑をかけないように管理していたというのはわかります。ただ、事業を行 

っている以上、これからこの人は果たして農作業に当たるのか。確約書を出せばすぐ 

通るという噂を流されても困るので、少し厳しい目で見てもいいのではないかと私な

りに考えました。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 

〇〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、採決いたします。議案第２号について、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

  「挙手多数」でありますので、議案第２号は原案のとおり決定といたします。 

 

《議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可決定について》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

続きまして、議案第３号に入る前に、今回の議事に関係する推進委員がおりますの

で、該当推進委員には退席をお願いします。 

〇 〔今回の議事に関係する推進委員１名退席〕 

○ 議長（大友正一会長） 

   それでは、議事を進めさせていただきます。 

次に、議案第３号「農地法第３条の規定による許可申請に対する許可決定について」

を議題といたします。 

それでは、入間川昭一代表委員よりご説明をお願いします。 

○ ２班代表委員（入間川昭一委員） 

   それでは議案書７ページをご覧ください。議案第３号「農地法第３条の規定による 

許可申請に対する許可決定について」、農地法第３条の規定により、下記農地の申請 

があったので意見を求める。令和３年７月２９日提出。 

番号１、大字・字・地番は閖上字新猿猴１４番 1、地目登記田、現況は耕作用通路、
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登記面積は１８４㎡、権利種別売買、持分４分の１です。譲渡人、譲受人の住所・氏

名については総会資料のとおりです。譲受人の経営面積は ３,３７５ａ、労力人は 

１９人、備考ということで、持分４分の１の売買、１０ａあたり６５千円、総額１２

千円です。 

位置図、公図は議案書の８ページとなっています。申請地は、閖上あんどん松の西

のほうへ約５００ｍ行ったところにあります。譲受人は農業法人でもありまして、こ

の周辺一帯を作業受託されているところでもあります。後ほど１４ページ議案第５号

に関連する議案がありますので、事務局より詳しい説明をお願いいたします。 

続きまして番号２、大字・字・地番は田高字原５８番、地目は登記現況共畑、登記

面積は７５３㎡、権利種別は売買、譲渡人、譲受人の住所・氏名については総会資料

のとおりです。譲受人の経営面積は５１ａ、世帯員は２人で労力人は１人です。売買

で１０ａあたり１３２万円、総額１００万円です。この譲受人の方は、現在岩沼市に

５反歩以上の農地を持っていると岩沼市農業委員会から確認をとっております。 

位置図、公図は議案書の９ページとなっています。申請地は、県道名取村田線の田

高と高舘の境ということでもあり、今回申請地は公図の網掛けのとおりです。この南

隣りの３９番という土地は、田高になります。この場所に遠くから来て栽培できるの

かということを確認したところ、私は現在、ほぼ毎日岩沼へ通作しており、申請地で

耕作することに支障はなく、畑には玉ねぎなどを栽培したいという本人からの言葉を

いただきました。 

 議案第３号１番、２番につきましては、７月２７日の担任委員会で現地調査を行い、

譲受人から実情聴取したところ、農地法第３条第２項の各号には該当しないため、許

可要件の全てを満たすと考えております。 

〇 議長（大友正一会長） 

   次に、農地利用最適化推進委員の大内伸一委員からご意見等をお願いします。 

○ 農地利用最適化推進委員（大内伸一推進委員） 

   議案第３号１番、２番につきましては、７月２７日担任委員会の現地調査に同行い 

  たしました。 

   １番につきましては、地元農事組合法人が農業経営基盤強化促進事業による所有権 

を取得する農地への耕作用通路となる農地で、この農地の所有権の４分の１を取得す 

るとなっております。８ページ公図、奥の１４番６を取得するときに、そこへ行くた 

めに４分の１ずつの所有権があったらしいのです。ここは、名取市から換地してもら 

う際申請して通路にしてもらったのですが、そこに民地が含まれていたということだ 

ったようです。 

   ２番については、泉区の方が田高まで毎日来るのですかと聞いたところ、現在岩沼 
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まで毎日のように通って行いますというお話でした。現在、岩沼市に農地を所有して 

いて、岩沼市内でも営農活動を行っているということでありましたし、機械もあると 

いうお話でした。機械はどこにあるのか聞いたところ、岩沼で保管しているというこ 

とでした。こちらについては耕耘機でも買っておくかという話でした。毎日きますと 

いうことでしたので、営農可能であると判断しました。トウモロコシやネギ等が植え 

られていたのですが、現在は譲渡人がいろいろ貸しているような状況で草だらけでし 

た。そのあたりはきちんとしますということでしたので、適当であるというふうに考 

えました。 

〇 議長（大友正一会長） 

   ただいま両委員からご説明意見等いただきました。この案件について、ご質問ござ 

  いませんか。 

〇 １１番（松浦岩男委員） 

   ２番の譲受人についてですが、年齢はおいくつくらいの方なのでしょうか。買った

後に亡くなってしまい、そのまま放置している田や畑が結構あるものなので、教えて

いただけるのであればお願いします。 

〇 議長（大友正一会長） 

   事務局お願いします。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   こちら２番の譲受人の年齢ですが、仙台市農業委員会の耕作証明書の提出を受けて 

おります。その耕作証明書上ですと、６０歳代前半ということです。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 

〇 （菅野弘一推進委員） 

   議案第３号２番についてですが、泉区のほうから通って、さらに岩沼にも５反歩ほ 

どある、そして機械を集めて耕運機も買って耕作するというのは、いくら考えても難 

しいような気はします。私が心配しているのは、投機目的ではないかということです。 

田高と高舘の境で、場所的にはそんなに悪くない場所です。ただ、あくまでも農地な 

ので、それを簡単に売買はできないことはわかっていますが、将来的にどのようにな 

るのか。以前、別な事案でそのような方がいたような気もしたので、穿った考え方を 

すれば、買っておけば何とかなるのかという考えもあるのではないかと思い、少し聞 

かせていただければと思います。 

〇 議長（大友正一会長） 

   ここには農業委員もいます。農地利用最適化推進委員もいます。ここの総会が終わ

って、許可されるわけです。これが終わったから終わりということではなく、みなさ
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んが心配しているとおり、農業委員会で許可したけれども、果たして作られているの

か調査しなければいけないのです。実際作られていないのであれば、呼び出して指導

するわけです。これが農業委員・農地利用最適化推進委員、特に、農地利用最適化推

進委員の仕事です。許可が終わったあとが大事なのです。全然その状態が見えないと

なれば、農業委員会で呼び出して、あのときの言ったことと違いますね、いつから耕

作するのですかと指導するのです。それがみなさんの役目なのです。そのことをご理

解のほど、よろしくお願いいたします。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   ただいま委員からご質問のあった件ですが、譲受人について岩沼市のほうに農地を

所有しているということで、岩沼市農業委員会へ取得された農地が適切に管理されて

いるのかどうかということを事前に確認しています。岩沼市農業委員会の話では、岩

沼市の農地については適切に管理されて作付けもされているという回答をいただい

ております。 

なお、本人からは投機目的という話は一切ありませんでしたが、トラクターであっ

たり、管理機であったり、田植え機、コンバイン、それからユンボを所有して、一生

懸命農業をしていきたいといったような意向を実情調査の場でも確認しております。 

先ほど議長からもお話がございましたとおり、今後そういった状態が申請どおり続

くのかどうかということについては、確認していくべきだと考えています。 

〇 （菅野弘一推進委員） 

   岩沼市の農地は、他の人に頼んでいるということではなく、自分で耕作していると

いうことなのでしょうか。 

〇 事務局（成田局長補佐） 

   自作していると聞いております。 

〇 議長（大友正一会長） 

   他にございませんか。 

〇〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、採決いたします。議案第３号について、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

  「挙手全員」でありますので、議案第３号は原案のとおり決定いたします。 
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○ 議長（大友正一会長） 

退席推進委員の着席をお願いいたします。 

〇 〔退席していた推進委員着席〕 

○ 議長（大友正一会長） 

それでは再開いたします。 

 

《議案第４号 農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画の一部取り消しについ

て》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

次に、議案第４号「農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画の一部取り消し

について」を議題といたします。事務局よろしくお願いします。 

○ 事務局（大友主幹） 

それでは議案書の１０ページ、１１ページをご覧ください。議案について、説明い

たします。令和３年１月１２日に利用権調整会議を行い、令和３年１月２８日に開催

した第３３回名取市農業委員会総会の決定を受け、令和３年２月１日付け名取市公告

第１７号で名取市長が公告した下記の農用地利用集積計画について、当該計画の一部

が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第４号ただし書きの要件を満たさないこと

が判明したので、農用地利用集積計画の一部取り消しについて、意見を求める。 

このたび一部を取り消す農用地利用集積計画は、令和３年２月１日付け名取市公告

第１７号で公告した１８件５２筆５１,６２７㎡のうち、整理番号２７７５番の農地の

所在地、貸手借手等につきましては議案資料１０ページのとおりです。この対象にな

っている農地、愛島笠島字鳥井崎３４番は、もともと貸手３名による共有地です。こ

の３名のうち２名の所有者が行方不明で、持分２分の１を所有する残り１名から、農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項第４号ただし書きにある「持分２分の１を超え

るものの同意があれば利用権を結ぶことができると判断して、総会資料のとおりの賃

貸借契約の農用地利用集積計画を作成しました。ところが、「持分２分の１」は農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項第４号ただし書きにある「２分の１を超える」もの

に当たらないことが判明しました。この場合、農業経営基盤強化促進法の基本要綱「第

９  利用権設定等促進事業」の１から４において、農用地利用集積計画の作成は、こ

れを公告することにより特定人の権利義務を具体的に決定することとなることから、

行政処分にあたると解されます。 

 したがって、法令に定める要件または手続きに違反した作成または公告が行われた 

場合には、その行政処分はいわゆる瑕疵ある行政処分であり、市町村はこれを取り消 
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すことが必要です。また、農用地利用集積計画の取り消しは、市町村が取り消す公告 

を行えば足りますが、取り扱いとしては「農業委員会の決定を経てから公告を行うこ 

とが適当である」とされていることから、公告を行った令和３年２月１日に遡り、農 

用地利用集積計画の内容を一部取り消しする必要が生じました。 

 なお、名取市公告第１７号で公告を行った利用集積計画で取り消しを行うものはこ 

の１件のみであり、名取市公告第１７条により公告を行った農用地利用集積計画は資 

料１１ページのとおり、１７件５１筆、５０,２４４㎡の農用地利用集積計画として、 

効力は変わらず発揮されます。以上を持ちまして、議案第４号の説明といたします。 

みなさまのご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〇 議長（大友正一会長） 

   ただいま事務局からご説明がありました。この件について、ご質問ございませんか。 

〇〔「なし」の声あり〕 

○ 議長（大友正一会長） 

「なし」との声がありましたので、採決いたします。議案第４号について、原案のと

おり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

  「挙手全員」でありますので、議案第４号は原案のとおり承認いたします。 

 

《議案第５号 農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見について》 

 

〇 議長（大友正一会長） 

次に、議案第５号「農業経営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見につ

いて」を議題といたします。事務局より説明願います。 

○ 事務局（大友主幹） 

 議案書の１２ページ、１３ページ、１４ページをご覧ください。議案第５号農業経

営基盤強化促進事業農用地利用集積計画に係る意見について、このことについて、令

和３年７月１３日「農用地利用集積計画」に基づき、農用地利用権設定調整会議で調

整したので、意見を求める、令和３年７月２９日提出。 

農用地利用集積計画の概要。 

１ 新規・更新の別 

新規４件７,０８２㎡、更新０件、合計４件７,０８２㎡。 

２ 利用権を設定する土地 

田３筆５,１８０㎡、畑３筆１,９０２㎡、合計６筆７,０８２㎡。 

３ 利用権を設定する土地 
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① 利用権の種類。賃借権設定２件、所有権移転２件。 

② 賃借権の存続期間。５年２件。 

③ 借賃（１０ａ当り）。４５㎏１件、８,２００円１件。 

④ 所有権移転の売買総額 ８５,０００円１件、１５０,０００円１件。 

⑤ 借賃の支払方法。毎年１２月２０日まで賃貸人宅に持参し、支払う。 

４ 公告予定年月日。令和３年７月３０日予定。 

５ 詳細につきましては、議案書１３ページのとおりです。 

○ 議長（大友正一会長） 

ただいま、事務局からご説明がございました。これについて、ご質問はございませ

んか。 

〔「なし」の声あり〕 

〇 議長（大友正一会長） 

「なし」という声がありましたので、採決いたします。議案第５号について、原案の

とおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

○ 議長（大友正一会長） 

「挙手全員」でありますので、議案第５号は原案のとおり承認といたします。 

 

《その他》 

 

○ 議長（大友正一会長） 

次に、その他に入ります。事務局より説明をお願いします。 

○ 事務局（小畑局長） 

  〔８月の農業委員会行事日程説明を行った。〕 

○ 議長（大友正一会長） 

それでは、第３回農業委員会総会の議事の一切を終了いたします。 

 

 

【閉  会】 

午後３時２５分、議案審議を終了した旨を報告し、閉会を宣言した。 

 

【修  礼】 

 

 

名取市農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により署名する。 
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令和３年７月２９日 

 

名取市農業委員会 

議      長            

 

署名委員  ５番            

 

署名委員  ６番            


